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特別徴収税額変更通知書　：　変更月の前月の１０日まで（例：７月から受取方法を変更したい場合、提出期限は６月１０日になります）。

この届出書は以下の期限までに到着するよう提出（メール、郵送または持参）してください。
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柏原市役所　課税課　市民税係

特別徴収税額決定通知書　：　３月３１日まで

ｅＬＴＡＸを介して各年度の給与支払報告書を提出する際に、選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更を希望する場合に使用する申出書になります。

【提出先】
〒５８２－８５５５
柏原市安堂町１－５５

届出者が個人である場合にはその住所及び氏名を、法人である場合には本店または主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名及び法人番号をそれぞれ記入してください。

【注意事項】

令和6年度より、特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子データ（副本）の送信が廃止となり、「電子データ」と「書面」両方の受け取りはできなくなりました。

特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれの受取方法を選択してください（電子データを選択された場合は、通知先e-mailの記入をお願いいたします）。各受取方法や通知先
e-mailに記入がない場合は変更なしとみなします。
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納税義務者用について電子データを選択された場合は、受給者番号が必要となりますので、受給者番号欄に記載のない給与支払報告書を提出された場合はお問合せください。

「書面」を選択した場合は、書面による通知書のみ送付し、電子データは送信しません。

「電子データ」を選択した場合は、特別徴収税額通知データのみ送信し、書面による通知書は送付しません。

事         項 変　更　前　（　旧　）　　　　※ 変更項目のみ記入してください。 変　更　後　（　新　）　　　　※ 変更項目のみ記入してください。
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